
岡田小学区対象タウンミーティング議事録 

開催日：平成 29 年 1 月 27 日 10:00～11:42 

場 所 本庁舎第３会議室 

 

１ 市長挨拶 

２ 市側及び区側出席者紹介 

３ 事業報告及び話し合い 

① エスカードビルの現況（市長） 

② 公共交通対策（経営企画部長） 

③ 空き家対策（建設部長） 

 

４ 行政区の意見等話し合い 

【上池台行政区】 

上池台行政区：行政区内も高齢化が進み、車の免許も返納する人も多くなっている。

こうした現状を踏まえ、かっぱ号の路線をひたち野牛久駅にいくルートが必要で

ある。 

 

経営企画部長：稲敷広域連携バスはひたち野うしく駅まで運行していますが、上池台

団地内から岡見バス停までは遠く、利用しづらいと思われます。現在 5 台のバスで運

行しており、現状ではルートの変更等が難しくなっています。今後皆様のご意見、ご

要望等を総合的に判断し、ひたち野うしく駅へのルートを検討してまいります。 

 

上池台行政区：空家の問題、特に傷んでいる空き家が多くなっています。空き家が増

えると野良猫やハクビシンが住み着き、かなり増えてきているように思います。こう

いった問題も出てきており、空き家を早く何とかしてほしいと思います。 

 

建設部長：空き家対策としましては、上池台行政区内には 12 軒の空き家があると認

識しております。現在対策としては、仕組みづくり体制の強化に取り組んでいるとこ



ろでございます。今後も増えることが予想される空き家に対して、条例に基づき対応

してまいります。空き家で繁殖してしまう猫やハクビシン等につきましては、庁内で

対応を協議いたしまして、後程対応についてお話させていただきたいと思います。 

 

上池台行政区：空き家は区で把握しているのは３０数軒ある。 

 

建設部長：市としても把握しきれていない物件があります。後程区長さんのところに

お伺いして、空き家情報をいただきたいと思います。 

 

 

【第８岡見行政区】 

第 8 岡見行政区：1 点目としては、地区公園の新規造成について、若い世代からの要

望として、子どもが遊べる場所がないので、公園を作って欲しい。場所は第 8 岡見運

動公園の隣で造成し遊具を置いてほしい。 

 2 点目としては、農免道路の交差点が点滅信号になってる。長年要望しているが、

団地側からの交差点侵入が、朝夕の時間は点滅信号では侵入が難しいため、サイクル

信号にしてほしい。団地内のＵ字溝の蓋の段差についてもお願いしたい。 

 

建設部長：公園についてですが、ご要望の場所は民地で、公園としての整備は困難で

あると思われます。Ｕ字溝の蓋につきましては、まず現地の確認をさせていただき対

応を相談させていただきます。 

 

市民部長：市としても信号設置の要望は警察にしております。直近ではＨ28 年 6 月

3 日にも行っております。ただ、この交差点は既存信号との距離、交差点形状などに

より実現が難しい場所であります。今後も警察に対し要望は継続してまいります。ご

理解を賜りたいと思います。 

 

 



【松ヶ丘行政区】 

松ヶ丘行政区：松ヶ丘にはメイン道路が 2 本ありそのほとんどのＵ字溝に蓋がない

状況です。蓋がある場所も市で施工したものではなく、住民が行ったものです。夜間

など蓋がないとＵ字溝に落ちることもあり、早期の蓋かけをお願いしたい。 

また、松ヶ丘内の道路の路面が荒れて亀裂等が生じているところがある。これは地

下構造物が動いたものか、路面が動いたのか原因はわからないが、亀裂ができている。

原因究明の調査をお願いしたい。 

 

建設部長：交差点や歩行者の多い場所などは、必要に応じ行政区と相談しながら設置

を検討してまいります。道路の損傷や亀裂につきましては、市でも巡回パトロールを

行い、また情報提供をいただいた場合には、随時補修してまいります。地下構造物の

調査につきましては、現地を確認調査させていただきたいと思います。 

 

 

【下柏田行政区】 

下柏田行政区：2 点要望があります。1 点目は市道 1059 号線の舗装です。過去に砕石

を入れて頂いているんですが、雨で流れてしまうようです。仮舗装でも結構ですので

実施してほしい。 

 2 点目は、牛久一中入口の安全確保についてです。学校ありの表示も増やして、ス

クールゾーンの設置をお願いします。 

 

建設部長：1059 号線の舗装につきましては、砕石とアスファルト乳剤を用いて施工

する簡易的な舗装の実施を検討いたします。 

 

市民部長：Ｈ29 年 1 月に「通学路につき最徐行」の看板を設置いたしました。また、

横断歩道の菱形の路面標示が薄くなっているのを確認いたしましたので、塗り直し

を年度内に行います。学校ありなどの路面標示につきましては来年度に検討させて

いただきます。 



 

 

【中柏田行政区】 

中柏田行政区：国道 408 号線と県道の交差点北側のＵ字溝には蓋があるが、段差があ

り、岡田小の通学路なので帰りなどは 20 人 30 人が信号待ちしており危険と思われ

るので対応願いたい。 

 

建設部長：通行者がはっきりと段差を認識できるよう赤と白の蛍光色のポストコー

ンを設置いたします。 

 

 

【上柏田行政区】 

上柏田行政区：1 点目は、毎年お願いしていますが、市道 21 号線の商工会事務所の

交差点の信号機を矢印信号へ変更していただきたい。 

 2 点目は、柏田第二公園、柏田第三公園の維持管理については、公園里親制度によ

り、地域の人々が年間 11 回から 20 回の草刈りを行っています。が、夏場の水やりに

苦労しております。散水栓を作っていただければと思います。 

 

市民部長：警察への要望は何度も行っており、今年度も 6 月 3 日に要望書を提出して

います。警察の説明では、右折レーンに並ぶ車が常時レーンからはみ出して並ぶよう

な状態でなければ早期の設置は難しいとのことです。今後も要望は継続してまいり

ます 

 

建設部長：公園の管理につきましてはいつもきれいにしていただきありがとうござ

います。散水栓のご要望ですが、市内にある公園の中で給水設備の無い公園もたくさ

んございます。こちらの公園には給水設備があることから、それらを利用していただ

いて水遣りをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 



上柏田行政区：もし予算面で設置ができないのであれば、いただいている公園里親制

度の補助金の中から一部費用負担してもよいと考えているが、市の見解は。 

 

建設部長：散水栓費用の一部負担につきましては、庁内での協議・検討後に回答させ

ていただきます。 

 

 

【東岡見行政区】 

東岡見行政区：行政区内の道路改修をしていただいたところはＵ字溝も新しくなり、

蓋もかかっている。それ以外のところは、団地ができたときなので 40 年前の物でコ

ンクリートも劣化している。市内行政区の多くからＵ字溝の要望は出ているので今

後の見通しを教えてほしい。 

 

建設部長：Ｕ字溝整備につきましては冠水被害個所や危険個所を中心に計画的に整

備をしてまいりたいと考えておりますが、多くの行政区からご要望をいただいてお

り、長期的な整備期間が必要となりますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

 

【東下根行政区】 

東下根行政区：市道 52 号線の圏央道から北側部分の拡幅工事をお願いしたい。路肩

も傷んでおり、幼稚園の送迎等で交通量も増加しているため、是非お願いしたい。 

 

建設部長：ご要望の北側区間については、国の補助等は確定しておりません。整備延

長も１ｋⅿ以上と長く、排水先の確保等課題も多く中長期的な事業展開が必要とな

ります。ご理解を賜りたいと思います。 

 

 

【下根ヶ丘行政区】 



下根ヶ丘行政区：民地にある沈殿槽の市への移管状況を教えてほしい。 

 

建設部長：沈殿槽用地につきましては、市が土地を取得することで合意を得ておりま

す。今年度中に所有権移転登記が終了する見込みです。 

 

進 行：市では緊急事案はもちろん、緊急でない件につきましても相談は承りますの

で、お話しいただければと思います。担当課、または市民活動課へお願いいたします。 

 

 

【栄町行政区】 

栄町行政区：前回のタウンミーティングでお願いしました、他の行政区の意見・要望

事項の一覧表を配布していただく件、早速実現していただきありがとうございます。

栄町では今回２点の意見を出していましたが、事前の意見交換や説明をするとのこ

とで、消防の件について昨日栄町行政区と市でお話し合いをしました。なので、今回

はこの場での発言はいたしませんでしたが、この意見一覧の紙には記載してほしい。

他の行政区が何を検討事項としているのか知りたい人もいるはずである。他の行政

区でこの場に来る前の相談で解決する案件も私は知りたいと考えています。次回は

改善してほしいと思います。栄町行政区では前回、消防団に対する協力金の問題を出

しました。前回の議事録には詳細に記録していただきました。今回もこの件を出して

事前に話し合いを持ったのですが、そういった話し合いの記録は公開されるのか。前

回の議事録を見ると、市では消防団の協力金については消防分団と行政区で話し合

ってくれといっている。消防組織法という法律に則って消防団はあるはずです。消防

分団は市の機関、消防文団員は市の特別地方公務員という立場ですから、市はコンプ

ライアンスに抵触するような方針ではなく、また、団員の出動手当の改善等も検討す

るなどをしてほしいと思います。本日は市の答弁は求めませんが、よろしく取り計ら

いをお願いいたします。 

 

終 了 


